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医療費通知書の様式を変更しました
　適正受診の意識向上を目的として受診状況をお知らせする医療費通知書が確定申告の添付書類とし
て使用可能となったことに伴い、以下のとおり医療費通知書の様式を変更しました。

  変更点  
　　新たに医療機関名及び確定申告用自己負担額を掲載し、自己負担額を窓口負担額へ変更しました。

  変更後  

受診者氏名
医療機関名

診療
年月

日
数 診療区分・給付種別 医療費総額 法定給付額 公費負担額 窓口負担額 家族療養費

附加金　等 高額療養費 支給額 確定申告用
自己負担額

❶ ❷ ❸ ❹ ❺ ❻ ❼

  変更前  

受診者氏名 診療
年月

日
数 診療区分・給付種別 医療費総額 法定給付額 公費負担額 自己負担額 家族療養費

附加金　等 高額療養費 支給額

  医療費通知書の内容  
　①診療区分・給付種別：入院、外来、歯科等の診療区分
　　※柔道整復は、整骨院や鍼灸院受診分です。
　②医療費総額：診療区分における総医療費
　③法定給付額：共済組合負担額（医療費総額の７割）
　④窓口負担額：医療機関等の窓口で支払った自己負担額
　⑤家族療養費附加金等：自己負担額から基礎控除額※１を控除した額
　⑥高額療養費：窓口負担額から自己負担限度額※２を控除した額
　⑦確定申告用自己負担額：医療費控除の対象となる自己負担額

　  発送時期   年３回の発送予定です。
　７月（１～４月診療分）
　11月（５～８月診療分）
　３月（９～ 12 月診療分）

　今年度も生活習慣病有病者・予備群の減少を目標として、40 歳以上 75 歳未満の組合員及び被扶養
者を対象に特定健康診査及び特定保健指導を実施します。
　特定健康診査は、ご自身の健康状態を把握するための良い機会ですので、特定健康診査受診券が交
付された方はすみやかに受診してください。
　なお、特定健康診査受診券は５月に該当者の自宅へ送付予定です。
　また、特定健康診査の受診結果によっては、特定保健指導を受けることとなり、３～６か月程度の
期間を要しますので、特定保健指導利用券が交付された場合も早めの受診をお願いします。

年に１回の特定健康診査は必ず受診しましょう
特定健康診査受診券が交付された方は、早めに受診してください

※１	 基礎控除額
	 一般区分　25,000 円
	 上位区分　50,000 円
	 （標準報酬月額530,000円以上）
※２	 	組合員の標準報酬及び受給

回数等により異なります。

再発行できませんので、紛失等には
ご注意ください。


